
提

出

者

五

島

正

規

平
成
十
七
年
四
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

五

四

号

旧
鉄
道
共
済
年
金
の
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
料
率
に
関
す
る
質
問
主
意
書

54



旧
鉄
道
共
済
年
金
の
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
料
率
に
関
す
る
質
問
主
意
書

旧
鉄
道
共
済
年
金
は
平
成
九
年
四
月
に
厚
生
年
金
に
統
合
さ
れ
た
が
、
今
な
お
、
当
該
年
金
の
適
用
法
人
で
あ
っ
た
適
用
事

業
所
（
以
下
、
Ｊ
Ｒ
適
用
事
業
所
と
い
う
。
）
に
働
く
被
保
険
者
（
以
下
、
Ｊ
Ｒ
被
保
険
者
と
い
う
。
）
の
保
険
料
率
は
被
用

者
年
金
制
度
で
最
高
の
一
五
・
六
九
％
で
あ
り
、
一
般
の
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
の
保
険
料
率
一
三
・
九
三
四
％
よ
り
も
高
率

の
ま
ま
据
え
置
か
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ
被
保
険
者
は
す
で
に
制
度
統
合
か
ら
八
年
以
上
に
わ
た
り
増
負
担
を
続
け
て
お
り
、
現
行

制
度
の
下
で
は
、
格
差
是
正
に
は
な
お
約
四
年
半
か
か
る
。

少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
な
ど
、
わ
が
国
の
急
速
な
環
境
変
化
の
下
、
年
金
制
度
は
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
お
り
、
国
会
に
お

い
て
も
、
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
、
年
金
一
元
化
も
主
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
年
金

制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
旧
制
度
統
合
後
も
Ｊ
Ｒ
被
保
険
者
に
対
し
、
長
年
に
わ
た
り
増
負
担
を
課
し
続
け
る
こ
と
に
は
問

題
が
あ
る
と
考
え
る
。
と
く
に
、
厚
生
年
金
と
の
統
合
後
に
加
入
し
た
者
へ
の
増
負
担
な
ど
、
合
理
性
を
欠
く
問
題
点
も
多

く
、
早
急
に
一
般
の
厚
生
年
金
保
険
料
率
に
合
わ
せ
る
な
ど
の
是
正
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

現
在
、
Ｊ
Ｒ
適
用
事
業
所
と
し
て
一
五
・
六
九
％
の
保
険
料
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
法
人
名
、
箇
所
名
と
、
そ
の
法
令
根

一



拠
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

仮
に
、
厚
生
年
金
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
現
行
制
度
に
お
け
る
将
来
の
保
険
料
率
上
限
で
あ
る
一
八
・
三
〇
％
が
、
一

五
・
六
九
％
よ
り
低
く
設
定
さ
れ
た
場
合
、
見
直
し
と
同
時
に
、
Ｊ
Ｒ
被
保
険
者
の
保
険
料
率
を
少
な
く
と
も
新
た
な
上
限

料
率
ま
で
引
き
下
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

平
成
九
年
四
月
の
制
度
統
合
後
に
Ｊ
Ｒ
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
に
対
し
、
旧
制
度
時
代
の
給
付
に
関
わ
る
増
負
担
を
課
す

こ
と
は
合
理
性
を
欠
く
と
考
え
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

Ｊ
Ｒ
バ
ス
各
社
の
被
保
険
者
の
保
険
料
率
は
、
昭
和
六
三
年
四
月
に
設
立
さ
れ
た
本
州
の
五
社
で
は
一
五
・
六
九
％
で
あ

る
の
に
対
し
、
制
度
統
合
後
に
設
立
さ
れ
た
北
海
道
、
四
国
、
九
州
の
三
社
で
は
厚
生
年
金
の
一
般
の
保
険
料
率
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
法
令
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
様
の
業
務
を
行
う
Ｊ
Ｒ
バ
ス
会
社
の
被
保
険
者
の
保
険
料
率

が
異
な
る
実
態
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
の
保
険
料
率
を
適
用
す
る
よ
う
直
ち
に
是
正
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見

解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

現
在
、
Ｊ
Ｒ
事
業
所
に
働
く
短
期
雇
用
の
パ
ー
ト
社
員
等
に
も
一
五
・
六
九
％
の
保
険
料
率
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
多
く
は
短
期
間
で
転
職
し
て
い
る
実
態
か
ら
み
て
、
パ
ー
ト
社
員
等
に
対
し
て
旧
制
度
に
関
わ
る
増
負
担
を
求
め

二



る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
の
保
険
料
率
を
適
用
す
る
よ
う
直
ち
に
是
正
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

Ｊ
Ｒ
適
用
事
業
所
に
お
い
て
、
平
成
九
年
四
月
の
制
度
統
合
前
か
ら
雇
用
さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
社
員
等
に
は
一
般
の
保
険

料
率
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
統
合
後
に
雇
用
さ
れ
た
者
と
は
保
険
料
率
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
が
、
そ
の
法

令
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
じ
事
業
所
で
同
じ
雇
用
形
態
の
下
に
働
き
、
さ
ら
に
、
制
度
統
合
前
に
雇
用
さ

れ
た
者
の
保
険
料
率
が
低
い
こ
と
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
双
方
に
一
般
の
保
険
料
率
を
適
用
す
る
よ
う
直
ち
に
是
正

す
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

平
成
一
六
年
一
〇
月
に
ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社
と
合
併
し
た
ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
株
式
会
社
は
、
こ
の

合
併
以
降
は
旧
鉄
道
通
信
株
式
会
社
の
承
継
法
人
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
現
在
は
Ｊ
Ｒ
適
用
事
業
所
で
あ
る
と
認
識
す
る

が
、
見
解
と
法
令
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
株
式
会
社
に
お
け
る
保
険
料
率
の
取
り
扱
い
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
仮

に
、
ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
株
式
会
社
で
Ｊ
Ｒ
被
保
険
者
の
一
五
・
六
九
％
の
特
例
保
険
料
率
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
明

確
な
法
令
違
反
と
考
え
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
事
態
へ
の
対
応
方
針
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ

三



れ
た
い
。

九

現
状
の
旧
国
鉄
の
承
継
法
人
に
お
け
る
特
例
保
険
料
率
の
制
度
は
、
バ
ス
会
社
や
パ
ー
ト
社
員
等
の
適
用
上
の
問
題
だ
け

で
な
く
、
ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
株
式
会
社
の
よ
う
に
実
態
上
は
旧
国
鉄
の
承
継
法
人
と
は
言
い
難
い
法
人
が
適
用
対
象
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
す
で
に
実
態
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
早
急
に
是
正
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
う

し
た
現
状
に
対
す
る
見
解
、
お
よ
び
対
応
方
針
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


